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第１節 関係機関の役割分担と連携

本計画を推進するためには、この計画の基本的な方向や施策について、県民、保健医療関

係機関、市町村、県等が各分野においてそれぞれの役割を認識し、相互に連携を図りつつ、

それぞれの責任を果たしていくことが重要です。

１ 県民への期待

生涯を通じて健康でいきいきと暮らせるよう、県民一人ひとりが健康的な生活習慣づくり

や疾病予防に努めるとともに、早期受診・早期治療により健康の保持に努めることが重要で

す。

また、医療を受ける県民が、医療機関相互間の機能分化・連携の重要性を理解し、医療機

関の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、適切な医療機関を受診するよう努めるこ

とが必要です。

２ 保健医療関係機関の役割

① 医療機関

医療機関は、生命の尊重と個人の尊厳を旨として、患者の心身の状況に応じた医療を提供

することが重要であり、患者の視点に立った安心で質の高い医療サービスの提供が求められ

ています。

また、医療の高度化にも対応するとともに、医療機関の機能の分担と連携を推進し、医療

の効率化を図ることが求められています。

② 保健医療関係団体（医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会など）

医療機関や市町村、県等と連携して、県民の健康づくりに対する支援や医療従事者を対象

とした研修の実施などに積極的に取り組んでいくことが期待されます。

３ 行政の役割等

① 市町村

市町村は、住民に最も身近な行政主体として、住民ニーズを適確に把握し、地域の実情に

応じた初期救急医療や在宅医療、地域包括ケア等の体制の整備や医療と連携した保健、福祉

サービスの提供など、保健医療活動に対する自主的かつ主体的な取組みが期待されます。

② 県

県は、保健医療関係機関や県民に広く計画の内容を周知し、計画の進捗状況や県民ニーズ

を的確に把握するとともに、二次医療圏や県下全域の広域的な視点から、保健医療提供体制

の整備・充実を図るため、総合的かつ効果的な施策を展開していくことが必要です。
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第２節 計画の普及、実効性の確保

本計画を推進するにあたっては、保健医療関係者はもとより、広く一般県民の理解と協力

を求めることが重要であることから、計画の趣旨、内容についての積極的な普及に努めます。

また、医療計画の実効性を確保するためのマネジメントシステムとして、疾病・事業ごと

のＰＤＣＡサイクル(計画・実行・評価・改善)による施策の進捗状況の検証や必要に応じた

施策の見直しを行うとともに、国の医療制度改革の動向や県民ニーズ等も踏まえ、保健医療

提供体制を充実・確保するために必要な施策を積極的に展開していくこととします。

１ 計画の普及

○ 計画を県のホームページに掲載するとともに、県民等からの質問、意見を受け付けます。

○ 県の広報誌等に計画の趣旨、内容等を掲載します。

○ 医療機能情報提供制度を通じて、医療機関や疾病別の医療機能等に関する情報を提供し

ます。

２ 計画の実効性の確保（ＰＤＣＡサイクルの推進）

○ 計画の実効性を高めるため、疾病・事業ごとに以下のＰＤＣＡサイクル(計画・実行・評

価・改善) による施策の進捗状況の検証や必要に応じた施策の見直しを行います。

  ◇数値目標をもとに現状を把握

  ◇現状から医療課題を抽出

  ◇課題解決のための数値目標を設定

  ◇目標達成のための施策を策定

  ◇毎年度、施策の進捗状況等を評価

○ 県医療審議会において、全県的な施策の実施状況の把握・評価等の進行管理を行うとと

もに、具体的な推進方策や新たな課題への対応などについて審議します。

○ 各医療圏の地域医療推進対策協議会において、地域における計画の進捗状況を把握する

とともに、推進の方策、課題等について検討を行います。

○ この計画を推進していくために必要又は有効な国の制度等の見直しや支援策については、

国に対し理解を求めるとともに、強力な働きかけに努めます。

○ 評価の内容等については、ホームページ等により公表し、県民への情報提供に努めます。


